
【 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書の記入上の注意 】 

太枠で囲んでいるところをすべてご記入ください。 

勤務地の欄は、本社の場合該当する方を○で囲んでください。 

支店の場合、( )内に支店名をご記入ください。 

 

《 被扶養者申請の注意事項 》 

（1）直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を除く者については、被保険者と同一の世帯に属していな

ければなりませんのでご確認ください。 

（2）申請被扶養者に収入がある場合は、年収が基準内であるかをご確認ください。 

・ 申請被扶養者が 60 歳未満の場合→年収 130 万円未満 

・ 申請被扶養者が 60 歳以上または障害厚生年金受給者の場合→年収 180 万円未満 

※ 場合によっては、確認の為添付書類をいただくこともありますのでご了承ください。 

 

任意継続被保険者の申請期間は「法第 37 条」の規定により資格喪失日から 20 日以内です。 

申請期限経過後の届出は受付できません。 

 

【 手続きの流れ 】 

1． 任意継続資格取得申請書を、被保険者資格喪失日以後 20 日以内に当組合へご提出ください。 

（郵送の場合は、20 日以内に必着です。） 

2． 当組合から納付期限記載の「任意継続被保険者保険料納付書」と「任意継続被保険者証」を

セットにしてご自宅へお送りします。 

3． 初回保険料を納付書により、必ず納付期限まで納付してください。 

 

※ 保険料を納付期限までに納付しなければ、資格喪失いたします。 

※ 初回保険料を納付期限までに納付しなかった場合は、当初から任意継続被保険者資格

が無かったこととなります。 

※ 在職中に健康保険特定疾病療養受領証・健康保険限度額適用認定証等をお持ちの方は、

再度ご申請頂く必要がありますので必ずご連絡ください。 

※ 再就職等で、新しい保険に加入された場合は任意継続被保険者証を当組合へご返却くだ

さい。 

【 提出先 】 

〒541-0053 

大阪府中央区本町 3-3-8 山口興産ビル 5 階     iDA 健康保険組合 
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                                                  Mail info@ida-kenpo.jp 


